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○豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について 

家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第３条の２第６項の規定に基づき、豚熱に関する特定家畜

伝染病防疫指針の一部を令和３年３月 31 日付けで次のように変更したので、同条第１項の規定に基づき公

表する。 

令和３年３月 31 日 

農林水産大臣 野上浩太郎  

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応す

る改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規

定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 

 



 

 

-
 2
 
- 

 改  正  後 改  正  前 

前文 （略） 

第１～第３－１ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

第３－２ 予防的ワクチン（法第６条第１項） 

１ 予防的ワクチン接種に対する基本的考え方 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 接種命令を実施する場合、都道府県知事は、接種命

令に基づく家畜防疫員による接種のほか、適時性及び

適切性に係る要件を満たすと判断して認定する獣医師

（獣医師の属する団体を含む。以下「知事認定獣医師

」という。）による接種（原則として初回接種を除く

。）を行わせることができる。この場合において、知

事認定獣医師が当該要件を満たさなくなったと認める

ときは、当該知事認定獣医師の認定を取り消し、当該

知事認定獣医師がワクチン接種を行うべき農場に対し

て、接種命令に基づく家畜防疫員による接種を行わせ

るものとする。 

⑷ （略） 

２ 接種区域及びワクチン接種プログラム 

⑴ （略） 

⑵ 都道府県におけるワクチン接種プログラムの作成 

前文 （略） 

第１～第３－１ （略） 

第３－２ 野生いのししの捕獲の強化・経口ワクチンの散布 

 第３－１の４の調査の結果を踏まえ、国及び都道府県は

、野生いのししの捕獲の強化を推進するとともに、国は、

経口ワクチンの散布を含む野生いのしし対策の有効性評価

に基づき、野生いのししの感染拡大時の経口ワクチンの使

用の是非について、野生いのししの専門家等の意見を踏ま

え、決定する。 

第３－３ 予防的ワクチン（法第６条第１項） 

１ 予防的ワクチン接種に対する基本的考え方 

⑴・⑵ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ （略） 

２ 接種区域 

⑴ （略） 

⑵ 都道府県におけるワクチン接種プログラムの作成 
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 ワクチン接種推奨地域を設定された都道府県は、飼

養衛生管理の徹底を図ってもなお豚熱感染いのししか

ら豚等への豚熱の感染の防止が困難と認められる場合

には、次に掲げる事項を記載したワクチン接種プログ

ラムを作成し、農林水産省の確認を受けることができ

る。 

① 接種区域（接種命令を実施する区域及び知事認定

獣医師によるワクチン接種を行わせる区域をいう。

以下同じ。）の範囲及び当該接種区域の設定の考え

方 

②・③ （略） 

④ 接種区域内の農場におけるワクチン接種の進め方

（家畜防疫員の確保及び知事認定獣医師の活用を含

む。） 

⑤ 接種後の標識の方法 

⑥～⑨ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 都道府県知事による接種区域の設定 

① 都道府県知事は、⑶により当該ワクチン接種プロ

グラムについて農林水産省の確認を受けた場合には

、法第６条第２項において準用する法第５条第２項

に基づき、接種命令を実施する区域を設定するとと

もに、知事認定獣医師によるワクチン接種を行う区

域を設定することができる。 

② （略） 

⑸ 都道府県知事による法第50条の許可 

都道府県知事は、家畜防疫員又は知事認定獣医師に

ワクチン接種を行わせる場合には、法第50条に基づき

 ワクチン接種推奨地域を設定された都道府県は、飼

養衛生管理の徹底を図ってもなお豚熱感染いのししか

ら豚等への豚熱の感染の防止が困難と認められる場合

には、次に掲げる事項を記載したワクチン接種プログ

ラムを作成し、農林水産省の確認を受けることができ

る。 

① 接種命令を実施する区域（以下「接種区域」とい

う。）の範囲及び当該接種区域の設定の考え方 

 

 

②・③ （略） 

④ 接種区域内の農場におけるワクチン接種の進め方

（家畜防疫員の確保を含む。） 

 

⑤ 法第７条に基づく標識の方法 

⑥～⑨ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 都道府県知事による接種区域の設定 

① 都道府県知事は、⑶により当該ワクチン接種プロ

グラムについて農林水産省の確認を受けた場合には

、法第６条第２項において準用する法第５条第２項

及び家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令

第35号）第８条に基づき、接種区域を設定すること

ができる。 

② （略） 

⑸ 都道府県知事による法第50条の許可 

 都道府県知事は、接種命令を行う場合には、法第50

条に基づき、豚熱ワクチンの使用の許可を行う。 
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、豚熱ワクチンの使用の許可を行う。 

  なお、都道府県知事は、知事認定獣医師に対して法

第50条に基づくワクチン使用許可を行う場合には、ワ

クチンの厳格な管理を行うため、使用、報告等に係る

条件を付す。 

３ （略） 

４ 対象家畜及び初回の接種方法 

 対象家畜は、接種区域内で飼養されている全ての豚等

とする。ただし、都道府県は、高度な隔離・監視下にあ

る豚等として農林水産省の確認を受けたものについては

、除くことができる。また、ワクチンは承認された用法

・用量及びその参考事項に従って接種するが、初回接種

時には、原則として哺乳豚を除き全頭に接種することと

する。 

５ 接種区域における遵守事項 

⑴ 飼養頭数等の事前届出 

 接種農場は、接種に先立ち、飼養頭数、年間出荷計

画、知事認定獣医師の活用の有無等の事項について、

都道府県に届出を行う。また、届出内容に変更が生じ

た場合は、その都度都道府県に届出を行う。 

⑵ ワクチン接種時の留意点 

 家畜防疫員及び知事認定獣医師（以下第３－２にお

いて「家畜防疫員等」という。）は、短時間に迅速か

つ確実に接種し、接種した豚等にスプレー等でマーキ

ングして接種漏れがないよう注意する。また、ワクチ

ンを接種した豚等を接種農場から他の農場やと畜場に

移動する場合には、法第７条に基づき（知事認定獣医

師にあっては、同条の規定の例により）確実に標識を

 

 

 

 

 

３ （略） 

４ 対象家畜及び初回の接種方法 

 対象家畜は、接種区域内で飼養されている全ての豚等

とする。ただし、都道府県は、高度な隔離・監視下にあ

る豚等として農林水産省の確認を受けたものについては

、除くことができる。また、ワクチンは承認された用法

・用量に従って接種するが、初回接種時には、原則とし

て哺乳豚を除き全頭に接種することとする。 

 

５ 接種区域における遵守事項 

⑴ 飼養頭数等の事前届出 

 接種農場は、接種に先立ち、飼養頭数、年間出荷計

画等の事項について、都道府県に届出を行う。また、

届出内容に変更が生じた場合は、その都度都道府県に

届出を行う。 

⑵ ワクチン接種時の留意点 

 家畜防疫員は、短時間に迅速かつ確実に接種し、接

種した豚等にスプレー等でマーキングして接種漏れが

ないよう注意する。また、ワクチンを接種した豚等を

接種農場から他の農場やと畜場に移動する場合には、

法第７条に基づき確実に標識を付す。 
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付す。知事認定獣医師によるワクチン接種を受けた豚

等について豚等の所有者から請求があった場合には、

都道府県知事は法第８条の規定の例により証明書を交

付する。 

⑶ ワクチン等の管理 

 都道府県は、ワクチンを適切に保管するとともに、

数量の管理及び記録等を行う。 

⑷ （略） 

⑸ 移動の管理 

接種農場は、当該農場からの豚等の移動等による豚

熱ウイルスの拡散のおそれが否定できないことから、

次に掲げるものの移動の管理を、⑹に定めるところに

より実施する。 

①～⑤ （略） 

⑹ （略） 

６ 接種農場の監視 

⑴ 接種農場におけるワクチン接種による免疫付与状況

等の確認 

  都道府県は、ワクチン接種による免疫付与状況及び

野外ウイルスの侵入状況を確認するため、接種農場に

ついて必要な検査を実施する。 

⑵ （略） 

７～11 （略） 

第４ 異常豚の発見及び検査等の実施 

１ （略） 

２ 都道府県による臨床検査 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 都道府県畜産主務課は、家畜防疫員による臨床検査

 

 

 

 

（新設） 

 

 

⑶ （略） 

⑷ 移動の管理 

接種農場は、当該農場からの豚等の移動等による豚

熱ウイルスの拡散のおそれが否定できないことから、

次に掲げるものの移動の管理を、⑸に定めるところに

より実施する。 

①～⑤ （略） 

⑸ （略） 

６ 接種農場の監視 

⑴ 接種農場におけるワクチン接種による免疫付与状況

等の確認 

  都道府県は、ワクチン接種による免疫付与状況及び

野外ウイルスの侵入状況を確認するため、全ての接種

農場について必要な検査を実施する。 

⑵ （略） 

７～11 （略） 

第４ 異常豚の発見及び検査等の実施 

１ （略） 

２ 都道府県による臨床検査 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 都道府県畜産主務課は、家畜防疫員による臨床検査
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等の結果、次のいずれかの症状（以下「特定症状」と

いう。）を確認した場合には、当該豚等の写真、症状

、同居する豚等の状況等の情報を添えて、直ちに動物

衛生課に報告する。 

①～③ （略） 

④ 血液検査を実施した場合において、同一の畜房内

（一の畜房につき一の豚等を飼養している場合にあ

っては、同一の畜舎内）において、複数の豚等に白

血球数の減少（１万個／μl未満）又は好中球の核

の左方移動が確認される。ただし、当該農場に浸潤

している他の疾病によるものであることが明らかな

場合等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるもの

であることが明らかな場合は、この限りではない。 

３～８ （略） 

第５・第６ （略） 

第７ 発生農場等における防疫措置 

１～３ （略） 

４ 畜舎等の消毒（法第25条） 

と殺の終了後、患畜又は疑似患畜の所在した畜舎等に

おける消毒を、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農

林省令第35号）第30条の基準に従い、１週間間隔で３回

以上実施する。 

消毒は、高温蒸気、次亜塩素酸ナトリウム液、アルカ

リ液、逆性石けん液等を用いて行う。 

５・６ （略） 

第８～第11 （略） 

第12 ウイルスの浸潤状況の確認等 

１～５ （略） 

等の結果、次のいずれかの症状（以下「特定症状」と

いう。）を確認した場合には、当該豚等の写真、症状

、同居する豚等の状況等の情報を添えて、直ちに動物

衛生課に報告する。 

①～③ （略） 

④ 血液検査を実施した場合において、同一の畜房内

（一の畜房につき一の豚等を飼養している場合にあ

っては、同一の畜房内）において、複数の豚等に白

血球数の減少（１万個／μl未満）又は好中球の核

の左方移動が確認される。ただし、当該農場に浸潤

している他の疾病によるものであることが明らかな

場合等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるもの

であることが明らかな場合は、この限りではない。 

３～８ （略） 

第５・第６ （略） 

第７ 発生農場等における防疫措置 

１～３ （略） 

４ 畜舎等の消毒（法第25条） 

と殺の終了後、患畜又は疑似患畜の所在した畜舎等に

おける消毒を、家畜伝染病予防法施行規則第30条の基準

に従い、１週間間隔で３回以上実施する。 

消毒は、高温蒸気、次亜塩素酸ナトリウム液、アルカ

リ液、逆性石けん液等を用いて行う。 

 

５・６ （略） 

第８～第11 （略） 

第12 ウイルスの浸潤状況の確認等 

１～５ （略） 
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６ 野生いのししにおける感染確認検査 

都道府県は、第５の２により豚等が患畜又は疑似患畜

であると判定する旨の連絡を受けた場合は、発生農場の

周囲の地域において、野生いのししの感染確認検査を実

施する。 

第13～第15 （略） 

第16 感染の疑いが生じた場合の対応等 

１ 豚熱ウイルスの感染の疑いが生じた場合の対応 

 都道府県は、第３－１の４の野生いのししの調査又は

第12の６の野生いのししの感染確認検査の結果、野生い

のししにおいて、豚熱ウイルスの感染の疑いが生じた場

合は、動物衛生課に報告の上、直ちに当該野生いのしし

（２において「感染疑い野生いのしし」という。）が確

認された地点の消毒を徹底するとともに、原則として、

２の準備を進める。 

 また、あわせて、第４の５の⑵に準じて、動物衛生課

と協議の上、必要な検体を動物衛生研究部門に送付する

。 

２ 陽性判定時に備えた準備 

 都道府県は、１により必要な検体を動物衛生研究部門

に送付した場合は、速やかに次の措置を講じ、その内容

について、遅くとも３により動物衛生研究部門が行う遺

伝子解析の結果が出る前までに、動物衛生課に報告する

。 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 感染疑い野生いのししが確認された地点周辺におけ

る野生動物間及び野生動物から家畜への感染拡大の防

止を図るための体制の確認 

（新設） 

 

 

 

 

第13～第15 （略） 

第16 感染の疑いが生じた場合の対応等 

１ 豚熱ウイルスの感染の疑いが生じた場合の対応 

 都道府県は、第３－１の４の野生いのししの調査の結

果、野生いのししにおいて、豚熱ウイルスの感染の疑い

が生じた場合は、動物衛生課に報告の上、直ちに当該い

のしし（２において「感染疑い野生いのしし」という。

）が確認された地点の消毒を徹底するとともに、原則と

して、２の準備を進める。 

 また、併せて、第４の５の⑵に準じて、動物衛生課と

協議の上、必要な検体を動物衛生研究部門に送付する。 

 

 

２ 陽性判定時に備えた準備 

 都道府県は、１により必要な検体を動物衛生研究部門

に送付した場合は、速やかに次の措置を講じ、その内容

について、遅くとも３により動物衛生研究部門が行う遺

伝子解析の結果が出る前までに、動物衛生課に報告する

。 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 感染疑い野生いのししが確認された地点周辺におけ

る防護柵等による囲い込みの実効性の確認及び野生い

のししの個体数の削減に向けた体制の確認 
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３ （略） 

第17～第19 （略） 

第20 移動制限区域の設定（法第32条） 

１・２ （略） 

３ 豚等の所有者への連絡 

 都道府県は、移動制限区域の設定を行った場合には、

速やかに、当該区域内の豚等の所有者に対し、その旨及

び第23の１の⑵の立入検査の予定について、電話、ファ

クシミリ、電子メール等により連絡する。 

４ 移動制限区域内の農場への指導 

 都道府県は、移動制限区域の設定を行った場合は、移

動制限区域内の全ての豚等の所有者に対し、健康観察を

徹底するよう指導するとともに、いのしし等の野生動物

の侵入防止等の飼養衛生管理の徹底について指導する。

また、法第52条に基づき、毎日、当日の特定症状の有無

、死亡頭数等について、移動制限区域が解除されるまで

を目安として報告するよう求める。 

５～６ （略） 

７ 移動制限の対象 

 移動制限の対象は、次に掲げるものとする。 

⑴ （略） 

⑵ 移動制限区域内で採取された精液、受精卵等（第17

により野生いのししにおいて豚熱が陽性であると判定

された日から遡って21日目の日（当該野生いのししの

発見から判定までに21日以上を要した場合にあっては

、当該野生いのししの発見日）より前に採取され、区

分管理されていたものを除く。） 

⑶～⑸ （略） 

３ （略） 

第17～第19 （略） 

第20 移動制限区域の設定（法第32条） 

１・２ （略） 

３ 豚等の所有者への連絡 

 都道府県は、移動制限区域の設定を行った場合には、

速やかに、当該区域内の豚等の所有者に対し、その旨及

び第23の１の立入検査の予定について、電話、ファクシ

ミリ、電子メール等により連絡する。 

４ 移動制限区域内の農場への指導 

 都道府県は、移動制限区域の設定を行った場合は、移

動制限区域内の全ての豚等の所有者に対し、健康観察を

徹底するよう指導するとともに、いのしし等の野生動物

の侵入防止等の飼養衛生管理の徹底について指導する。

また、法第52条に基づき、毎日、当日の死亡頭数等につ

いて、移動制限区域が解除されるまでを目安として報告

するよう求める。 

５～６ （略） 

７ 移動制限の対象 

 移動制限の対象は、次に掲げるものとする。 

⑴ （略） 

⑵ 移動制限区域内で採取された精液、受精卵等（病性

判定日から遡って21日目の日又は病性の判定がなされ

た野生いのししの発見日より前に採取され、区分管理

されていたものを除く。） 

 

 

⑶～⑸ （略） 
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８ 移動制限の対象外 

 ７の移動制限の対象となった場合であっても、以下の

場合については、動物衛生課と協議の上、第23の１の⑵

の検査により、異状がないことが確認されている豚等に

ついて、特定の場所へ移動させることができる。なお、

必要に応じて血清抗体検査を実施する場合は、検体の送

付を含め動物衛生課及び動物衛生研究部門と調整する。 

⑴～⑷ （略） 

第21・第22 （略） 

第23 ウイルスの浸潤状況の確認等 

１ ウイルスの浸潤状況の確認 

都道府県は、第17により野生いのししにおいて豚熱が

陽性であると判定する旨の連絡を受けた場合には、動物

衛生課と協議の上、以下の措置を講ずる。 

なお、これらの措置は、必要に応じて、第17の病性の

判定前に実施することができる。 

 

 

 

⑴ 野生いのししにおける検査等 

 都道府県は、当該野生いのししが確認された地点を

中心とした半径10km以内の区域において死亡し、又は

捕獲された野生いのししについて、ウイルスの浸潤状

況の確認のために、原則として、抗原検査及び抗体検

査を実施する。また、当該区域においては、野生いの

しし間及び野生いのししから飼養豚等への感染拡大の

防止を図る。 

⑵ 豚等における検査 

８ 移動制限の対象外 

 ７の移動制限の対象となった場合であっても、以下の

場合については、動物衛生課と協議の上、第23の１の検

査により、異状がないことが確認されている豚等につい

て、特定の場所へ移動させることができる。なお、必要

に応じて血清抗体検査を実施する場合は、検体の送付を

含め動物衛生課及び動物衛生研究部門と調整する。 

⑴～⑷ （略） 

第21・第22 （略） 

第23 ウイルスの浸潤状況の確認等 

１ ウイルスの浸潤状況の確認 

 都道府県は、第17により野生いのししにおいて豚熱が

陽性であると判定する旨の連絡を受けた場合には、動物

衛生課と協議の上、移動制限区域内の農場に対する立入

検査を行い、特定症状の有無を確認する。その際、必要

に応じて、病性鑑定を実施するための検体を採材し、Ｐ

ＣＲ検査及び血清抗体検査を実施する。 

なお、これらの措置は、必要に応じて、第17の病性の

判定前に実施することができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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都道府県は、移動制限区域内の農場（豚等を６頭以

上飼養するものに限る。）に対する立入検査を行い、

特定症状の有無を確認する。その際、必要に応じて、

病性鑑定を実施するための検体を採材し、ＰＣＲ検査

及び血清抗体検査を実施する。 

２ 周辺の野生いのししにおけるウイルス拡散防止対策 

 都道府県は、１の⑴により検査された野生いのししが

確認された地点の消毒を徹底するとともに、ウイルスの

拡散を防止するため、速やかな焼却又は埋却等により適

切に処理するよう、猟友会等の関係者に対し、協力を要

請する。 

３ （略） 

第24 経口ワクチンの散布 

国及び都道府県は、第３－１の４、第12の６又は第23の

１の⑴の調査等の結果、既に野生いのししに豚熱ウイルス

が相当程度浸潤している可能性が高いと認める場合には、

野生いのししにおける豚熱のまん延の防止及び農場へのウ

イルス侵入防止のため、市町村、猟友会等の関係団体と連

携し、原則として、以下の措置を講ずる。 

１ 農林水産省は、野生いのししへのウイルスの浸潤状況

等を考慮し、経口ワクチンの使用の是非について、野生

いのししの専門家等の意見を踏まえて決定する。 

２ 農林水産省は、１により経口ワクチンの散布を決定し

たときは、経口ワクチンの使用方法、経口ワクチンの散

布の効果・有効性の分析・評価方法等について記載した

「豚熱経口ワクチンの野外散布実施に係る指針」（３に

おいて「実施指針」という。）を作成し、公表する。 

３ 都道府県は、実施指針に基づき、国、市町村、猟友会

 

 

 

 

 

２ 周辺の野生いのししにおけるウイルス拡散防止対策 

 都道府県は、第17により陽性と判定された野生いのし

し及び捕獲された野生いのししが確認された地点の消毒

を徹底するとともに、ウイルスの拡散を防止するため、

速やかな焼却又は埋却等により適切に処理するよう、猟

友会等の関係者に対し、協力を要請する。 

３ （略） 

（新設） 
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等の関係団体の協力を得て、経口ワクチンの散布に係る

都道府県計画を策定し、有効的かつ効率的な散布を行う

。 

第25 （略） 

 

 

 

 

第24 （略） 

 

 


